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養介護施設従事者等による
高齢者虐待について

R7.2.18
弁護士　田坂　茜
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高齢者虐待防止法

（２００６年４月１日施行）

特徴　

①議員立法で成立

②条文は全部で３０条の短い法律

③高齢者の尊厳の保持、権利擁護が目的であ
り、虐待した人を罰するためのものではない。

④早期発見の努力義務　法５条
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高齢者虐待防止法５条

１　養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関
係のある団体及び養介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士
その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を
発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見
に努めなければならない。

２　前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢
者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受けた高
齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならな
い。
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家庭における養護者による虐待と
施設等の職員による虐待の２つの
ケースの対応システムを規定して
いる。
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高齢者虐待防止法が施行されて今年で１８年

　　　これまでの間、都道府県や市町村等において、高
齢者虐待防止に関する体制の整備や権利擁護を推
進する取組等が進められてきた。



高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果の概要（令和4年度）
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高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果の概要
（令和4年度）
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高齢者に対する虐待の事案は、相
談・通報件数及び虐待判断件数
は以前として高止まり・・・
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佐賀県の高齢者虐待

区分 養介護施設従事者等
による虐待

養護者による虐待

年度   相談・
通報件数

  虐待判
断件数

  相談・
通報件数

  虐待判断
件数

 令和元
年度

18 3 122  36

  令和2
年度

21 8 121 35

令和3
年度

11 3 140 37

令和4
年度

27 8 125 48

令和5
年度

39 16 114 33
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佐賀県の令和５年度の虐待判断件数

• 養介護施設従事者等による虐待

　　１６件（前年度より８件増）

• 養護者による虐待

　　３３件（前年度より１５件減）
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　養介護施設従事者等による虐
待の判断件数が公表が始まった
06年度以降で過去最多。
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●令和５年３月に国マニュアル改正
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●令和３年度基準省令の改正⇒
高齢者虐待防止に関する体制整備の義

務化



高齢者虐待防止法に定める「要介
護施設従事者等」の範囲
養介護施設 養介護事業 養介護施設従事者

等

老人福祉
法による規
定

・老人福祉施設
・有料老人ホーム

・老人居宅生活支援事
業

「養介護施設」又
は「養介護事業」の
業務に従事する者

介護保険
法による規
定

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人
福祉施設
・地域包括支援センター

・居宅サービス事業
・地域密着型サービス
事業
・居宅介護支援事業
・介護予防サービス事
業
・地域密着型介護予防
サービス事業
・介護予防支援事業
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高齢者虐待防止に関する体制整
備の義務化（R6.4.1～）

• 委員会の開催（定期的に開催)
• 高齢者虐待防止に関する指針の整備
• 高齢者虐待防止に関する研修の実施
　(年２回）
• 虐待防止に関する担当者の選任
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虐待防止のための体制整備
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国マニュアルとは
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・高齢者虐待防止法施行時の平成１８年４月に厚生労働省が作成
した国の高齢者虐待防止マニュアル。「市町村・都道府県における
高齢者虐待への対応と養護者支援について」。
・各市町村及び都道府県において最低限必要となる業務を挙げる
とともに、業務を行うにあたっての留意点を整理したもの。



R5.3「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」
（国マニュアル）主な改定内容①
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○都道府県と市町村の協働による体制整備強化を強調（全体的な方針）

○介護保険施設等監査指針の改正（令和3年度）の内容の反映（第Ⅲ章）

・市町村・都道府県の高齢者虐待対応部署と老人福祉法、介護保険法担当部署（庁内含む）の連携・協働を明記

・上記を前提に、養介護施設従事者等による虐待対応のフローチャートを改訂

・養介護施設従事者等による高齢者虐待が、「入居者の処遇に関し不当な行為や入居者の利益を害する行為」（老人福祉

法）、「人格尊重義務違反」（介護保険法）に該当することを明記

・上記より、養介護施設従事者等による高齢者虐待が疑われる場合に、老人福祉法、介護保険法の規定に基づく立入検査

等による事実確認を行うことが基本であると明記

○個人情報保護法改正（R5.4）を踏まえた虐待対応における個人情報の取扱い

の整理

・地方自治体・民間団体における個人情報の取扱いについて、基本的な考え方や留意点を記載（第Ⅰ章）

・虐待対応の各段階における個人情報の取扱いについて記載（第Ⅱ、第Ⅲ章）



R5.3「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」
（国マニュアル）主な改定内容②
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　2023年度　高齢者・障害者虐待対応に関する事業説明会　　厚生労働省 老健局高齢者支援課　乙幡専門官資料より



介護施設従事者等による高齢者虐待の類型（例）
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　2023年度　高齢者・障害者虐待対応に関する事業説明会　　厚生労働省 老健局高齢者支援課　乙幡専門官資料より



「高齢者虐待防止法」の対象範囲
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・虐待行為が意図的か、非意図的かに関係なく

・適正な手続きを経ていない身体拘束は虐待

・グレーゾーンと呼ばれる行為も虐待として対応

顕在化した虐待

不適切なケア（虐待等が疑われる事案）
（柴尾慶次氏（特別養護老人ホーム　フィオ－レ南海施設長）が作成した資料（２００３）をもとに作成）

・認知症介護研究・研修仙台センター『介護現場のための高齢者虐待防止教育システム』教材
「施設・事業所における高齢者虐待防止学習テキスト」2009年、p.13
・「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に対するガイドライン（概要）」（令和5年5月こども家庭庁）
（https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/
e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/bb59eec8/20230512_policies_hoiku_2.pdf）を参考に作成

　2023年度　高齢者・障害者虐待対応に関する事業説明会　　厚生労働省 老健局高齢者支援課　乙幡専門官資料より

高
齢
者
虐
待
防
止
法
で
の
対
応

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/


虐待の通報義務

高齢者虐待防止法７条

　・　高齢者の生命・身体に重大な危険が生じ　
ている場合⇒市町村に通報しなければならない。

　・　生命・身体に重大な危険が生じたとまでは
いえないが虐待を受けたと思われる高齢者を発見
したとき⇒市町村に通報する努力をしなければな
らない
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躊躇せず相談・通報を

「これくらいで虐待と言っていいのか・・・」

「気にしすぎかもしれない・・・」

「ただの親子喧嘩かも・・・」

　高齢者虐待防止法に基づく通報の場合、守
秘義務に優先すること、個人情報保護に反する
ことにならないことを念頭に入れておこう！
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通報・相談時の注意点

５W２H（直接見たのか、聞いたのか、感じただ
けなのか）

　When（いつ）、Where（どこで）、Who（誰が・
誰に）、What（何を）、Why（なぜ）、How（どのよ
うに）、How much（いくら）
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　・虐待に対する無自覚・悪意がな
い場合もある

　・ 一人で抱え込まずにケアマネジ
ャーや医師、福祉職員、地域包括と
連携を
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　養介護施設従事者等による虐
待の判断件数が公表が始まった
06年度以降で過去最多。

25



身体的虐待は身体拘束が多い

• 身体拘束が必要と考えられる場合もあるが、
これは例外的な場合で、要件を満たす必要が
ある

• 要件を十分検討し、詳細を記録・保存した上
で実施しなければならない
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不適切なケアと虐待の芽
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　・「養介護施設従事者等による高齢者虐　　
待」の問題は、「不適切なケア」から連続的に考
える必要がある。
　・虐待が顕在化する前には、表面化していな
い虐待やその周辺の「グレーゾーン」行為があ
る。
　・さらにさかのぼれば、些細な「不適切なケ
ア」の存在が放置されることで、蓄積・エスカ
レートする状況がある。



　「不適切なケア」の段階で発
見し、「虐待の芽」を摘む取り
組みが求められる。
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虐待の芽を作らないために

　「虐待の芽」は介護を行う場面では、どこにでも生じる
可能性があるもの。
　重要なのは「虐待の芽」に気付き、見直し、より良い方
法へと転換していくことである。
　そのためには職責、職種、年齢、性別、経験年数、等々
…関係なく話し合い、支援の在り方を振り返ることが必
要。
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　「虐待」に関する問題に目を背
けず、施設全体として予防・対策の
検討を。
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